
入  札  説  明  書  

  

 

尼崎市インターネット公有財産売却（以下「尼崎市公有財産売却」という。）に参加しよう

とする者（以下「参加希望者」という。）は、本入札説明書、尼崎市公有財産売却ガイドライ

ン（以下「尼崎市ガイドライン」という。）及び売買契約書を熟読のうえ入札してください。  

１ 入札に付する物件  

  別表に掲げる自動車５台 

２ 入札の方式  

  紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するインターネット公有財産売却システム（以下「売

却システム」という。）を利用して行い、入札に関する手続きについては、尼崎市ガイドラ

イン及び売却システムに係る規約（ガイドラインを含む。）に従って行います。  

３ 入札に付する物件の仕様  

  物件の現状等については、売却システムの公有財産売却物件一覧を参照してください。  

  （アドレス https://kankocho.jp） 

４ 尼崎市公有財産売却の参加条件 

以下のいずれかに該当する方は、尼崎市公有財産売却へ参加することができません。 

（1） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号または第２

項各号のいずれかに該当すると認められる方 

(2) 日本語の読み書きができない等、日本語での意思疎通が困難な方 

(3) 尼崎市ガイドライン及び売却システムに係る規約・ガイドラインの内容を承諾せず、 

遵守できない方 

(4) 一般競争入札に係る物品に関する事務に従事する尼崎市職員 

(5) 尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条第４号に規定する 

暴力団、同条第５号に規定する暴力団員又は同条第７号に規定する暴力団密接関係者 

５ 入札参加申込み及び入札保証金の納付  

(1) 参加仮申込み  

参加希望者は、令和８年５月２９日午後１時から同年６月１６日午後２時までの間に、 

売却システムの物件詳細画面より尼崎市公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。  

(2) 参加申込み（本申込み）  

  売却システムの物件詳細画面より参加仮申込みを行った後、尼崎市のホームページよ 

り「公有財産売却一般競争入札参加申込書」を印刷し、必要事項を記入・押印後、次に 

掲げる必要書類とともに、令和８年６月１６日（消印有効）までに尼崎市へ提出してく 

ださい。持参の場合は、土曜日及び日曜日を除き、受付時間は午前９時から正午まで及 

び午後１時から午後５時までとします。複数の物件について申込みをされる場合、物件 

ごとに申込書が必要になります。 

 ※書類提出先：尼崎市昭和通２丁目６番７５号 尼崎市消防局 財務課 

  ※不着等のトラブルを避けるため、郵送の場合は書留等の方法により送付してくださ

い。 

 ア 個人の場合 

   公的機関が発行する証明書で、住所、氏名、生年月日が確認できるもの（住民票又 

は運転免許証等）の写し 

https://kankocho.jp


 イ 法人の場合 

   登記事項証明書（現在事項証明書又は履歴事項全部証明書）の写し 

 ウ 代理人による手続きをする場合 

   上記ア、イに準じた委任者、代理人双方の証明書及び委任状 

なお、委任状は、尼崎市ホームページから印刷した様式を使用してください。 

 ※住民票、登記事項証明書は発行後３か月以内のもの、公的機関が発行する証明書につ 

いては現在有効期間中のものを提出してください。 

 ※提出された書類に不備があった場合（必要な添付書類がなかった場合等）において、

令和８年６月１６日（消印有効）を過ぎて到着した書類は受け付けできません。 

 ※令和８年６月１６日（消印有効）までに本申込みに必要な書類の提出がない場合は、

参加申込みを取り消します。 

 ※申込み受付後においても、追加で問い合わせやその他の書類（印鑑登録証明書等）を

提出していただく場合があります。 

 ※提出いただいた書類は返却できません。 

(3) 入札保証金の額 

入札保証金の額は、入札物件ごとに予定価格（最低入札価格）の１００分の５以上の

額とし、(1)に掲げる期間内に売却システム上の所定の手続きに従って、クレジットカ

ードにて納付してください。  

入札保証金の納付についての詳細は尼崎市ガイドラインを参照してください。  

(4) 期限までに入札の参加申込みを行わなかった者、入札保証金の納付を行わなかった者

及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。  

６ 入札物件の下見会  

  下見会は、(1)に掲げる期間内で実施予定です。下見を希望される場合は、予約制となっ

ておりますので、下見を希望する日の前日の午後５時までに(3)に掲げる問い合わせ先まで

ご連絡ください。※試乗はできません。 

  なお、下見会で入札物件を確認しなくても入札には参加できますが、入札物件に関する

すべての事項を了承されているものとみなします。 

(1) 日時 

令和８年６月８日から同年６月１２日まで 

午前９時３０分から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 下見会場  

   尼崎市道意町６－６－４ 尼崎市西消防署大庄出張所 

 (3) 入札物件に関する問い合わせ先 

    尼崎市消防局 財務課 ０６－６４８１－３９６３ 

    受付時間は、土曜日及び日曜日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで 

７ 入札の期間及び方法  

(1) 入札の期間  

    令和８年６月３０日午後１時から同年７月７日午後１時まで  

 (2) 入札の方法  

売却システム上に入札価格を登録してください。この登録は、一度しか行うことがで

きません。  

８ 入札の無効  



  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。  

(1) 入札参加資格のない者がした入札又は委任状を提出せずに代理人がした入札  

(2) 入札価格が最低入札価格未満の入札  

(3) 談合その他不正な行為があったと認められる入札  

(4) その他入札に関する条件に違反した入札  

９ 落札者の決定の方法  

  入札期間終了後、尼崎市は開札を行い、売却区分（公有財産売却の財産の出品区分）ご

とに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格（最低入札価格）以上でかつ

最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存

在する場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決定します。 

なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインＩＤに紐づく会員識別番号を落札

者の氏名（名称）とみなします。  

10 落札後の連絡  

  落札者には、尼崎市から入札終了後、あらかじめログインＩＤで認証されたメールアド

レスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。  

11 落札後の手続き  

(1) 契約保証金  

契約保証金の額は、納付済の入札保証金の額と同額とします。  

     なお、上記５(3)の入札保証金は、契約保証金に全額充当するものとします。  

(2) 契約の締結  

   落札者は、落札決定後直ちに別紙様式の売買契約書により契約を締結してください。

契約締結時に、次の書類等を添付して尼崎市に直接持参又は郵送してください。 

ア 個人の場合 

公的機関が発行する証明書（住民票又は運転免許証等）の写し 

印鑑登録証明書 

イ 法人の場合 

登記事項証明書（現在事項証明書又は履歴事項全部証明書）の写し 

印鑑証明書 

ウ 代理人が手続きをする場合 

上記ア、イに準じた委任者、代理人双方の証明書 

委任状 

なお、委任状は、尼崎市ホームページから印刷した様式を使用してください。 

※住民票、登記事項証明書は発行後３か月以内のもの、公的機関が発行する証明書につ

いては現在有効期間中のものを提出してください。 

※印鑑登録証明書及び印鑑証明書は発行後３か月以内の原本を提出してください。 

令和８年７月２１日午後２時３０分までに落札者が契約を締結しない場合は、落札者と

しての決定を取り消します。この場合、入札保証金は尼崎市に帰属します。 

(3) 売買代金の納入  

(1)の契約保証金は、売買代金の一部に充当するものとし、売買代金から契約保証金

額（入札保証金額）を控除した金額は、契約締結時に交付する納付書をもって、令和

８年７月２１日午後２時３０分までに納めてください。なお、同日までに当該残金の

納入が確認できないときは、売買契約を解除することがあります。この場合、契約保

証金は尼崎市に帰属します。  



12  売買物件の引渡し  

  売買物件は、売買代金全額を納入した後、(1)に掲げる期限までに(2)に掲げる場所で現

状のまま引き渡すものとします。なお、当該期限までに引き取らないときは、売買契約を

解除することがあります。この場合、契約保証金は尼崎市に帰属します。  

(1) 期限  

令和８年８月１８日午後４時まで  

(2) 場所  

    上記６(2)に掲げる場所  

    なお、お引き取りの際は、その予定日時を事前に上記６(3)に掲げる問い合わせ先ま

でご連絡ください。お引き取りの際は、身分証明書（運転免許証等）を提示してくださ

い。代理人が売買物件の引き取りを行う場合は、お引き取りの際に代理権限を証明する

委任状を提出してください。 

また、落札当日に売買物件の引渡し及び引渡し後の不調・故障等についての補償は、

できません。落札者が物件情報詳細ページ等の記載内容と実地に符合しない事項が売買

物件にあることを発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を

主張したり、売買代金の減額を請求することもできません。  

 (3) 注意事項 

   やむを得ない理由により(1)に掲げる期限を過ぎて引き取る場合、保管費用がかかり

ます。その場合の保管費用は１台につき１日５００円で落札者の負担となります。保管

期限は令和８年９月１７日午後４時までとします。その期限までに引き取らないときは、

売買契約を解除します。この場合、落札者は損害金（保管費用等）を賠償しなければな

りません。 

13 登録等（自動車）  

道路運送車両法に基づく登録又は地方税法及び市町村の条例に基づく申告は、落札者の

責任において行ってください。  

なお、同法第３３条第１項に規定する譲渡証明書は上記１２の引渡し時に交付します。 

14 売買物件の引渡し等に伴う費用 

  売買物件の引渡し及び登録等に伴う費用は、全て落札者の負担となります。 

15  危険負担  

  契約締結から売買物件の引渡しまでの間に、当該物件が本市の責に帰すことのできない

事由により滅失又はき損した場合には、尼崎市に対して売買代金の減免を請求することは

できません。 

16 その他  

この説明書に定めのない事項については、法令（尼崎市の条例等を含む。）の定めるとこ

ろによります。  

 

以 上   


